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昭
和
7
年
10
月
1
日
以
後
に
生
ま
れ
た
70
歳
以
上
の
か
た

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
が
更
新

昭
和
７
年
10
月
１
日
以
後
に
生
ま
れ

た
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、
70
歳

以
上
の
か
た
の
高
齢
受
給
者
証
が
８
月

１
日
�
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す
。

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
は
、
７
月
末
に
被
保
険
者

あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。『
新
高
齢
受
給

者
証
』
が
届
い
た
か
た
は
、『
旧
高
齢

受
給
者
証
』
を
８
月
１
日
以
降
に
、
お

手
数
で
す
が
各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
が

届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
に
受
診
す
る
と
き
は
、
高

齢
受
給
者
証
と
国
民
健
康
保
険
証
を
必

ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
高
齢

受
給
者
証
を
万
一
紛
失
し
た
場
合
は
、

再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
高
齢
受

給
者
証
、
保
険
証
は
大
切
に
扱
い
ま
し

ょ
う
。

お
医
者
さ
ん
の
上
手
な
か
か
り
方

・
お
医
者
さ
ん
の
掛
け
持
ち
は
、
や
め

ま
し
ょ
う

・
薬
は
お
医
者
さ
ん
の
指
示
ど
お
り
、

服
用
し
て
く
だ
さ
い

・
時
間
外
、
休
日
受
診
は
で
き
る
だ
け

さ
け
ま
し
ょ
う

・
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
、
指
示
を
守

り
ま
し
ょ
う

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

各
種
手
当
制
度
ご
存
じ
で
す
か

児
童
扶
養
手
当
（
母
子
家
庭
等
）

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害

の
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る

者
を
監
護
し
て
い
る
母
子
家
庭
な
ど
の

母
親
ま
た
は
母
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
か
た

①
父
母
が
離
婚

②
父
が
死
亡
　
③
父

が
重
度
の
障
害
者
（
国
民
年
金
１
級
程

度
）
④
父
の
生
死
が
不
明
　
⑤
父
か
ら

１
年
以
上
遺
棄
　
⑥
未
婚
の
子
　
⑦
父

が
１
年
以
上
拘
禁

※
手
当
額
（
対
象
児
童
１
人
の
場
合
）

全
部
支
給：

４
１
、８
８
０
円
／
１
か
月

一
部
支
給：

９
、
８
８
０
円
〜
４
１
、

８
７
０
円
／
１
か
月

特
別
児
童
扶
養
手
当
（
障
害
の
あ
る
児
童
）

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
母
ま
た

は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
か

た

◇
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合

▼
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

と
き
　
▼
児
童（
児
童
扶
養
手
当
は
母
、

養
育
者
を
含
む
）
が
公
的
年
金
を
受
け

て
い
る
と
き

※
手
当
額

１
級
（
重
度
）
月
額
５
０
、
９
０
０

円
／
人

２
級
（
中
度
）
月
額
３
３
、
９
０
０

円
／
人

現
況
届
・
所
得
状
況
届
（
８
月
）

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か

た
は
現
況
届
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
か
た
は
所
得
状
況
届
を

毎
年
８
月
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
こ

れ
に
よ
り
受
給
者
の
資
格
審
査
お
よ
び

所
得
審
査
を
行
い
手
当
の
支
給
額
が
決

定
さ
れ
ま
す
。後
日
通
知
し
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

児
童
手
当
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

児
童
手
当
の
対
象
年
齢
が
小
学
校
３

年
生
終
了
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
16
年
９
月
30
日
ま
で
に
受
付
け

し
た
も
の
に
限
り
、
４
月
分
（
ま
た
は

支
給
要
件
に
該
当
し
た
翌
月
分
）
か
ら

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
か
た
で
手
続
き
が
済
ん

で
い
な
い
か
た
は
、
保
健
福
祉
課
窓
口

（
公
務
員
は
勤

務
先
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
小
学
１
年
生

の
保
護
者
の
か

た◇
入
学
前
に
児

童
手
当
等
を
受

給
し
て
い
た
か

た→

現
況
届
を

提
出

◇
上
記
以
外
の
か
た→

認
定
請
求
書
を

提
出

◎
小
学
２
・
３
年
生
の
保
護
者
か
た

◇
現
在
児
童
手
当
等
を
受
給
し
未
就
学

児
童
の
い
る
か
た→

額
改
定
届
を
提

出
◇
上
記
以
外
の
か
た→

認
定
請
求
書
を

提
出

▼
認
定
請
求
書
・
届
様
式
は
、
保
健
福

祉
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
年
金
加
入
証
明
書
ま
た
は
、
被
保
険

者
証
の
写
し
（
厚
生
年
金
加
入
者
等

の
場
合
）、
児
童
手
当
用
所
得
証
明

書
（
Ｈ
16
・
１
・
１
現
在
明
和
町
民

で
な
か
っ
た
場
合
の
み
）
の
添
付
が

必
要
で
す
。
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